
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
公
印
の
新
調 

（
私
学
文
書
課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（
医
療
整
備
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

（
畜　

産　

課
）　

　

二

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

二

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
二
八
二
号
中 

三

〇
宮
城
県
公
報
平
成
一
三
年
号
外
第
二
〇
号
中 

三

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
六
号

　

次
の
と
お
り
公
印
を
新
調
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
七
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ｈ．

Ｓ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

大
野　
　

章

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ヶ
谷
二－

八－

一

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
宮
城
県
民
に
対
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
（
サ
ッ
カ
ー
、
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
他
）
の
普
及
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
と
社
会
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
八
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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名　

称

種　
　

類

用　
　

途

印　
　
　
　
　
　

影

使
用
開
始
年
月
日

宮
城
県
知
事

印

知

事

印

一

般

横

書

文

書

用

平
成
二
十
三
年

 

八
月
二
十
四
日

名　
　
　

称

仙
台
循
環
器
病
セ
ン
タ 

ー蔵
王
町
国
民
健
康
保
険

蔵
王
病
院

所　
　

在　
　

地

仙
台
市
泉
区
本
田
町
二
一－

一

蔵
王
町
大
字
円
田
字
和
田
一
三

〇

認
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年
七
月
十

二
日

平
成
二
十
三
年
八
月
九

日

認
定
の
有
効
期
限

平
成
二
十
六
年
七
月
十

一
日

平
成
二
十
六
年
八
月
八

日



〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
十
九
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
黒
毛
和
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

六
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

石
巻
市

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
八
月
二
十
二
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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栗
原
市
立
栗
原
中
央
病

院登
米
市
立
米
谷
病
院

栗
原
市
築
館
宮
野
中
央
三
丁
目

一－

一

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
元
町
二

〇
〇

平
成
二
十
三
年
八
月
九

日平
成
二
十
三
年
八
月
九

日

平
成
二
十
六
年
八
月
八

日平
成
二
十
六
年
八
月
八

日

事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
〇
五
〇
〇
〇
四
五

設　
置　
者　
名

社
会
福
祉
法
人
キ
ン

グ
ス
・
ガ
ー
デ
ン
宮

城

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

変
更
後

幸
町
ブ
ラ
ン
チ

気
仙
沼
市
幸
町
四－

五－

九

幸
町
ブ
ラ
ン
チ

気
仙
沼
市
三
日
町
三－

一－
一　

キ
ン
グ
ス
・
タ
ウ
ン
内

変
更
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
五
〇
〇
二
八
九

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

加
茂
は
げ
み
ホ
ー
ム

仙
台
市
泉
区
加
茂
二
丁

目
二
十
四
番
地
一

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

仙
台
は
げ
み
の

会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

九
月
一
日

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

百
十
三
号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

伊
具
郡
丸
森
町
大
内
字
登
木
戸
四
一
番
三
地
先
か
ら

同
町
大
内
字
横
手
三
四
番
三
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
三
年
九
月
二
日



 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
二
八
二
号
（
平
成
二
十
三
年
八
月
十
九
日
付
け
）
中

〇
宮
城
県
公
報
平
成
一
三
年
号
外
第
二
〇
号
（
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
付
け
）
中
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道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

越
河
角
田
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
門
ノ
内
七
番
地
先
か
ら

同
町
耕
野
字
鍋
堀
一
番
四
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
三
年
九
月
二
日

ペ
ー
ジ

一
〇

段上

行
後
ろ
か

ら
一
二

正

宮
城
県
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

誤

宮
城
県
み
や
ぎ
子
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー

ペ
ー
ジ

七

段上

行一
一

正

　
　
　
　
　
　
　

誤

1
1

0
0

0
0

2
公
安
委
員
会

4
22
1

0
16

11
54

警
察
本
部
長

0
0

0
0

0
0

0
公
安
委
員
会

5
23
1

0
16

11
56

警
察
本
部
長


